
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注射済票の交付が 

電子申請で出来るように 

なりました！ 

 

 

① 24 時間いつでも申請できます。 
 

② 窓口に出向く必要がありません。 
 

③ キャッシュレスでかんたん決済。 
 

④ 注射済票は郵便で受け取り。 
 

⑤ 一度に３頭まで申請できます。 
 

 

 

武蔵野市 

「市外の動物病院をかかりつけにしている」 

「お迎えした時からペットショップの動物病院に通っている」 

「平日は仕事が忙しくてなかなか市の窓口に行けない」 

・・・・・ こんなワンちゃんや飼い主さんに便利です。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ：武蔵野市役所 環境政策課 保全係 （ｔｅｌ） 0422‐60‐1842 

狂犬病予防法により、犬の飼い主には「犬の登録」と毎年１回の

「狂犬病予防注射の接種」が義務づけられています。また、狂犬病

予防注射を接種した後は、「注射済票の交付」を受け、犬に装着し

ておかなければなりません。狂犬病予防注射を打ったら、必ず注

射済票の交付を受けてください。 

 

注射済票の

電子申請は 

こちらから 



スマホやパソコンからいつでも。 

注射済票 電子申請のご利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ：武蔵野市役所 環境政策課 保全係 （ｔｅｌ） 0422‐60‐1842 

《 電子申請をご利用できるワンちゃん 》 

① 武蔵野市に犬の登録があること。 

② 動物病院で狂犬病予防注射を接種済であること。 

   ※注射済証の接種日が令和８年４月１日以降であること。 

③ 令和 8 年度の注射済票が未交付であること。 

 
《 電子申請のご利用方法 》 

① チラシ表面の二次元コードから「注射済票の電子申請」 

にアクセスします。 

② 画面の指示に従って、犬の登録番号などの必要情報を 

入力します。 

※ 鑑札登録の場合は鑑札番号、マイクロチップ登録の場合はマイク 

ロチップ番号を入力します。 

※ 登録番号は、市から郵送された交付申請書（赤色の用紙）に記載 

されています。 

③ 動物病院が発行した「狂犬病予防注射済証」の写真を 

アップロードします。 

※ 動物病院が発行した「狂犬病予防注射済証」に記載された接種日 

が３月２日以降であること。 

④ PayPay またはクレジットカードで決済します。    

（交付手数料 550 円と郵送料１１０円で合計６６０円） 

⑤ 環境政策課で申請情報を確認後、注射済票を郵送しま 

す。申請から到着まで 1～2 週間程度かかります。 

 

 
注射済票 電子申請カンタン Q&A 

Q 狂犬病予防注射の接種日が４月１日より前ですが電子申請できますか？ 

Ａ 申請できません。年度内に接種してから改めて申請してください。 

Q 注射済票を失くしたのですが、電子申請で再交付できますか？ 

A 注射済票の再交付は、市役所 環境政策課窓口でのみ受け付けております。（交付手数料３４０円） 

Ｑ 電子申請で猶予証明書の提出はできますか？ 

Ａ 電子申請では提出できません。環境政策課または市内３か所の市政センターでお手続きください。 

 

 

 

 

 

マイクロチップ番号か鑑札

番号が記載されています 

接種日は令和８年４月１日以降 


